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中学給費生制度

学業成績・人物ともに優秀かつ健康であり、難関国公私立大学合格をめざす生徒に対して、給費生制度があります。

給付額

⑴　新入生に対する給付額

給付額は60万円とし、入学後に給付します。
ただし、都外生は80万円の給付額となります。

⑵　第1学年、第2学年の在校生に対する次年度の給付額

給付額は40万円（都外生問わず）とし、進級後に給付します。

給付期間

給費生への給付期間は、当該単年度となります。

選考方法

⑴　新入生に対する給費生への出願基準

①入学試験の成績の上位者の中から総合的に決定します。
（第1志望・第2志望の別、受験日は問いません）

②部活動による給費生（ア、イをともに満たすこと）
ア、 部活動において小学校時に「著しく秀でている」（「全国大会」の出場、またはそれと同等の力量また

は選抜歴がある）こと
イ、学業については、入学試験の平均点以上の得点者であること

⑵　第1学年、第2学年の在校生に対する次年度の給費生出願基準

①学業成績給費生（ア、イをともに満たすこと）
ア、当該年度の学業成績、かつ全コース共通模擬試験（中学においては外部試験）の上位者であること
イ、生活態度が安定し、難関国公私立大学合格をめざしていること

②部活動による給費生（ア、イをともに満たすこと）
ア、当該年度、当該部活動で著しい成績をおさめ、顧問の推薦があること
イ、生活態度が安定し、学業成績が優秀であること

※ 学習意欲の低下や著しい成績不振が見られた場合には、取り消されることもありますが、入学後も継続して学習に励み、健全な学園生活を
送ることにより継続することが可能となります。

私立中学校等授業料軽減助成金

■私立中学校の授業料負担を軽減する制度です。
■保護者と生徒が都内にお住まいで、私立の中学校等に在学する生徒の保護者が対象です。
■助成額：年額10万円
　※助成額は10万円の範囲内で保護者が負担した金額が上限となります。なお、授業料が全額免除されている場合は助成を受けられません。

お申し込み

申請手続きの詳細は、ご入学後にご案内いたします。

制度のお問い合わせ先　東京都私学就学支援金センター 中学校助成金担当　TEL.03-5206-7808
※ この内容は2024年度（令和6年度）のものです。2025年度（令和7年度）以降は変更となる場合がございますので、ご入学後に改めて内容を
ご確認ください。
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